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（
議
院
運
営
委
員
会
）

国
立
国
会
図
書
館
法
の
規
定
に
よ
り
行
政
各
部
門
に
置
か
れ
る
支
部
図
書
館
及
び
そ
の
職
員
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
八
号
）
（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
立
国
会
図
書
館
支
部
消
費
者
庁
図
書
館
の
設
置

消
費
者
庁
に
、
国
立
国
会
図
書
館
支
部
消
費
者
庁
図
書
館
を
置
く
。

二
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


